
 

要約筆記とは、聴覚障害者（とりわけ中途失聴者、難聴者）へ音声による話の内容をその

場で要約しながら文字にして伝える筆記通訳のことです。 

聴覚障害についての理解を深め、要約筆記の技術を習得し、要約筆記者として活動してい

ただける方を養成する講座を開催します。 

今年度は、パソコンで入力して伝えるパソコンコースを開催します。 

  

 

 

 

 

 

 

       

    

 

  

  

 

 

 

会 場 明石市立総合福祉センター（明石市貴崎１丁目 5-13） 

山陽電鉄「林崎松江海岸駅」下車北側徒歩 400m 

神姫バス「宮の上南口」「貴崎１丁目」バス停下車徒歩 180m 

定 員 15 人 

受講料 無料（テキスト代は別途必要） 
※テキスト代：4,000 円（予定）（税込） 

「厚生労働省カリキュラム準拠 要約筆記者養成テキスト 第２版｣ 上下巻セット 

（平成 30 年 3 月 1 日発行） 

申し込みの詳細については、裏面をご覧ください。 

こんにちは。 

今から、○○○○○○○。 

開催日時 令和 7 年４月 25 日(金)～12 月 19 日(金) 

  13：30～16：30  （全 32 回） 
毎週金曜日の開催（ただし、5/2、8/8、8/15 は休講） 

主催 明石市 



・私は上記の応募条件の3項目すべてに該当しています→  はい 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

（切り取らずにこのまま送信してください） 

要約筆記者養成講座（パソコンコース）申込書 

 

フリガナ  

年齢      才 
名  前  

住  所 

〒   -   

 

 

電  話  F A X  

携帯電話  E-mail  

受講の動機  

テキストの購入 

（どちらかに○を付けてください） 
購入する ・ 購入しない（持っている） 

技術確認日：4/11（金） 

（希望時間の番号を記入してください） 

①13:３0 ②15:00 ③別途相談 

第１希望（  ） 第２希望（  ） 

※手書きコース修了者記入欄 →       年     月 修了 

 ・申込書にご記入いただいた個人情報は、講座実施の目的以外には使用いたしません。 

令和７年３月２４日（月）【必着】 

応募対象者 

(応募条件) 

申し込み・お問い合わせ 

申込フォーム、または下記の申込書にご記入のうえ、 

FAX・メールまたは郵送にて、お申し込みください。 

明石市障害福祉課  

TEL 078-918-1344（平日 8:55～17:40） FAX 078-918-5134 

✉syogai_haken01@city.akashi.lg.jp  

 

申し込み締め切り 

次のすべての条件を満たす人 

①18 歳以上で、全日程の 80％以上出席でき、全国統一要約筆記者認

定試験を受験し、合格後は明石市登録要約筆記者として活動できる

人。②パソコンの基本的な操作ができ、ノートパソコン（Windows10

以上、Mac は不可）を講座に持参できる人。③タッチタイピングで、

1 分間にひらがな 70 文字以上入力できる人。 

※4/11（金）にタイピングの技術確認があります。 

※確認のうえ☑を入れてください 

 

↑申し込みは 
こちらから 

FAX 078-918-5134 


